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「一期一会の場  produced by 禅坊 靖寧」オーナー規則 

 

株式会社 awajishima resort（以下「当社」といいます）が提供するオンラインサロン「一

期一会の場 produced by 禅坊 靖寧」（以下「本サロン」といいます）のご利用には、

DMM オンラインサロン利用規約（以下「利用規約」といいます）の一部として、『「一期

一会の場 produced by 禅坊 靖寧」 オーナー規則』（以下（本規則）といいます）を適用

します。本サロンの利用申込にあたっては、利用規約に加え、本規則にも同意のうえお申込

みください。なお、本規則で使用する用語の定義は本規則で別途定める場合を除き、利用規

約に定めるとおりとします。 

 

第 1 条（会員投稿情報の取り扱い） 

1. 当社は、利用規約第 12 条に基づき、本サロンの広告及び本サロンにより派生する商品

化（書籍化等の二次利用を含むがこれに限りません。）の目的のために、会員投稿情

報を無償で利用（複製・複写・改変・第三者へのサブライセンスそのほかあらゆる利

用を含みます。）できるものとし、会員は、これを当社に対して、永続的かつ取消不

能のものとして許諾するものとします。ただし、会員投稿情報のうち個人を特定する

ことのできる情報や会員が限定公開の意図をもって投稿した情報を利用する場合、当

社は、当該情報を投稿した会員の事前の承諾を得るものとします。 

2. 会員は、前項による会員投稿情報の利用について、当社に対し著作者人格権を行使し

ないものとします。 

 

第 2 条（配信コンテンツの取り扱い） 

1. 本サロンにおいて当社が配信するすべての情報及びコンテンツ（以下総称して「当社

配信コンテンツ」といいます。）に関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意

匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利（以下総称して

「知的財産権」といいます。）は、当社又は当社がライセンスを受けているライセン

サーに帰属します。会員は、当社配信コンテンツについて、複製、配布、転載、転送、

公衆送信、改変、翻案その他の二次利用等を行ってはなりません。利用規約第 5 条に

基づき当社配信コンテンツを購入した場合も同様とします。 

2. 会員が本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任におい

て当該問題を解決するとともに、当社に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう

適切な措置を講じなければなりません。 

 

第 3 条（禁止事項）  

1. 当社は、会員による本サロンの利用に際して、利用規約第８条に加え、以下の各号に

定める行為を禁止します。なお、以下の各号に定める禁止事項は、会員投稿情報にも

適用されるものとします。 
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(1) 法令又は条例等に違反する行為 

(2) マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為 

(3) 詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつく恐

れのある行為 

(4) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為 

(5) 前各号に定める行為を助長する行為 

(6) 前各号に定める行為と疑われる行為 

(7) その他､当社が不適切と判断した行為 

2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、当社の裁量により判断することが

できるものとします。 

 

第 4 条（免責事項）  

1．当社は、以下に掲げる事項について、一切保証しないものとします。 

(1) 当社配信コンテンツの内容を含む、本サロンで当社が提供する全ての情報（本サロ

ンから提供する情報及び本サロン上に表示される第三者が管理又は運営するリンク

先に含まれる一切の情報等を含みます｡以下、本項において同様とします。）に関す

る、有用性、適合性、完全性、正確性、信頼性、安全性、合法性、道徳性、最新性 

(2) 会員間のやりとりに関する一切の事項 

(3) 各種 SNS 上に掲載されている事項 

(4) 本サロンの提供に不具合、エラーや障害が生じないこと 

(5) 本サロンの存続又は同一性が維持されること 

2．会員は、他の会員との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決し、

当社に一切の迷惑をかけないものとします。 

 

第 5 条（損害賠償責任）  

会員は、利用規約又は本規則の違反、あるいは本サロンの利用に関連して当社に損害

を与えた場合、当社に発生した損害（逸失利益及び弁護士費用を含みます。）を賠償

するものとします。 

 

第 6 条（本サロンの廃止） 

1. 当社は、当社が本サロンの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本サロンの提

供を廃止することができるものとします。 

2. 前項の場合、本サロンの提供廃止により、会員に何等かの損害が発生した場合であっ

ても、当社は一切の責任を負いません。 

 

第 7 条（反社会的勢力の排除） 

1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、
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暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴

力集団等、その他これらに準ずる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）に

該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても該当しないことを保証します。 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると

認められる関係を有すること 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること 

2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないこ

とを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方

の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 当社は、会員が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項

各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・保証に関し

て虚偽の申告をしたことが判明した場合には、利用規約第 11 条に基づき、あらかじ

め会員に通知することなく、会員投稿情報の削除、本サロンの利用停止、会員資格の

失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 

 

第 8 条（お問い合わせ対応） 

1. 当社は、本サロンに関する会員からのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、

法令又は利用規約及び本規則上、当社に義務又は責任が発生する場合を除き、回答の

義務を負いません。 

2. 当社は、会員からのお問い合わせに回答するか否かの基準を開示する義務を負いませ

ん。 

 

第 9 条（個人情報の取り扱い） 

当社は、会員が本サロンを利用する際に当社に対して提供する個人情報（以下「会員

個人情報」といいます）を、当社の「禅坊靖寧プライバシーポリシー」に則り、取扱

います。なお、本条において個人情報とは、「個人情報保護に関する法律」に定められ

https://zenbo-seinei.com/wp-content/uploads/2022/12/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC_20221228.pdf
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る個人情報をいいます。 

 

第 10条（本規則の変更）  

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき

本規則を随時変更することができるものとします。本規則が変更された後の会員によ

る本サロンの利用には、変更後の本規則が適用されます。 

(1) 本規則の変更が、会員の一般の利益に適合するとき 

(2) 本規則の変更が、会員登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ

るとき 

2. 当社は、本規則の変更を行う場合は、変更後の本規則の効力発生時期を定め、効力発

生時期の 2 週間前までに、変更後の本規則の内容及び効力発生時期を会員に通知、本

サロン上への表示その他当社所定の方法により会員に周知します。 

3. 前項の本規則の変更の周知後に会員が本サロンを利用した場合又は当社所定の期間内

に会員が自己退会の手続をとらなかった場合、当該会員は本規則の変更に同意したも

のとします。 

 

付則 

2023 年 7 月 25 日：制定・施行 


